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保健医療計画　進捗状況評価（５疾病６事業在宅）
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○高齢者施設（特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施設、有料老人
ホーム、介護医療院、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム）に対し
救急対応マニュアル作成のための
ガイドラインを再周知

補助施設数：99施設

委託料対象確保病床：497床

三次救急医療施設連携会
議等

高齢化の更なる進行や、新興感染症発
生時や災害発生時などの突発的な事態
への迅速な対応に当たり、各救命救急
センターの連携・機能確保を進めてい
くため、三次救急医療施設連携会議等
の場を活用し、センター間の情報共有
を一層推進していきます。また、必要
に応じ、新たな救命救急センターの指
定を検討します。

○救急医専門研修事業　3人
○救急医等専門研修（精神身体合
併症）事業　150人

救急医療対策協議会
2回

救急患者受入コーディ
ネーターの配置

搬送先の選定が困難な事案について、
受入医療機関の調整、一次受入後の転
送先の調整等を行う「救急患者受入
コーディネーター」を配置し、緊急性
を要する患者への迅速な医療の確保を
図ります。

○救急患者受入コーディネーター
19人配置

救急医療機関勤務医師確
保事業

医療機関が、休日及び夜間において救
急医療に従事する医師に対する、新た
な手当（以下「救急勤務医手当」とい
う。）を創設することを促し、過酷な
勤務状況にある救急医等の処遇改善を
図る。

補助施設数：93施設

補助施設数：54施設

東京都地域救急医療セン
ターの運営

〇地域救急医療センター　23系列
（92施設）
〇地域救急会議　21回開催

再掲

（取組３）
救急車の適時・適切な利用の推

進

○救急相談センターの普及啓発利
用促進を目的とした、広報活動の
開催
○「救急の日」に合わせて、講演
会等を実施するなど、都民への救
急医療に関する情報の提供や普及
啓発の充実を図る

病院救急車整備支援事業 再掲 再掲再掲

病院救急車整備支援事業

○都内医療機関等に対し、救急
需要対策を含む通知発出

○都内救急医療機関に対し転院
搬送要請実績等を共有し適切な
要請要領について周知

消防機関が行う転院搬送の要請手続き
について、分かりやすくまとめた手引
きを活用して、地域救急会議等を通じ
て医療機関への周知を進めます。

補助施設数：30施設

○救急相談センターの普及啓発及び利
用促進を目的とし、イベント会場等に
おいて広報活動：9件　5190人
○「救急の日」イベントとして、ＡＥ
Ｄ・応急救護体験会を実施
開催日：令和6年9月14日（土）
参加者数：約125人

救急相談センター（＃７１１９）等の
相談機関の普及啓発や利用促進を
図るとともに、「救急の日」のイベン
トや動画広告掲出、ポスター・リーフ
レット等の配布等を通じて、救急車の
適時・適切な利用について、都民の理
解を促していきます。

○都内医療機関に対し通知：1回

○都内救急医療機関（東京消防庁管
内）に対し実績等共有及び適切な要請
要領を周知：4回

高齢者が、その症状に応じて身近な地
域で救急医療を受けられるよ
う、かかりつけ医と連携した入院医療
機関の確保や、医療機関が所有する患
者搬送車や患者等搬送事業者（いわゆ
る病院救急車や民間救急車）の活用を
促進します。

補助施設数：15施設

休日・全夜間診療事業

休日及び全夜間（午後5:00～翌午前
9:00）において、次に挙げる内容の救
急病院・救急診療所を365日確保す
る。
内科系・外科系の2科を基本とする。
固定施設　230施設程度（東京都指定
二次救急医療機関）
救急用ベッド　1床～4床／施設

委託料対象確保病床：510床

調整困難患者（開放性骨
折、精神身体合併症、吐
下血）受入医療機関支援
事業

搬送先選定困難となることが多い開放
性骨折や精神身体合併症、吐下血患者
に対し、専門的医療体制を確保しま
す。

○調整困難患者（開放性骨折、精神身
体合併症、吐下血）受入医療機関支援
事業活用実績

開放性骨折 1系列（88件）
精神身体合併症 1系列（27件）
吐下血 2系列（210件）

高齢者施設における救急
対応マニュアル作成のた
めのガイドラインの活用
や、救急医療機関や消防
機関との連携を働きかけ

高齢者施設が、日頃から利用者の状況
や希望を職員やかかりつけ医療機関と
共有して、円滑に救急対応できるよ
う、高齢者施設における救急対応マ
ニュアル作成のためのガイドラインの
活用や、救急医療機関や消防機関との
連携を働きかけていきます。

○事務連絡の通知：1回

東京都メディカルコント
ロール協議会

救急隊の資質を高め、更なる救命効果
の向上を図るため、「東京都メディカ
ルコントロール協議会」において救急
隊が行う観察や医療機関選定の基準等
について、国の動向等を踏まえながら
検討していきます。

救急医療対策協議会等

現在の東京ルールの運用状況や医師の
働き方改革による救急医療への影響な
どを踏まえ、都の救急医療体制のあり
方や、新興感染症発生・まん延時に必
要とされる体制について、救急医療対
策協議会等において検討等を進めてい
きます。

〇救急医療対策協議会　2回開催

＜課題３＞
救急車の適時・適切な利用

精神障害者が身体疾患に罹患した際、
地域で迅速かつ適正な医療が受けられ
るよう、精神科医療機関による一般救
急医療機関からの相談・受入れ体制の
整備を図るとともに、一般救急医療機
関と精神科医療機関との地域連携体制
の強化を図ります。

○予算額：47,951千円
○都内５ブロック
　（12圏域）

○実施規模
　都内５ブロック（12圏域）
○事業内容
・地域精神科医療機関連携会議の開催
・身体治療後精神疾患の相談、受入
（一般救急と連携したケースの事例報
告）
・一般救急医療機関等を対象とした精
神疾患に関する研修の実施

地域精神科身体合併症
救急連携事業

普及啓発等

＜課題１＞
救急医療機関における患者の円
滑な受入れ

（取組１）
救急受入体制の強化

ACPの周知、研修等

高齢者施設や在宅で生活している高齢
者が、急に状態が悪くなった場合で
も、本人が望む治療やケアを実現させ
るため、アドバンス・ケア・プランニ
ング（ＡＣＰ）について都民に広く周
知を図るとともに、地域の医療・介護
関係者や病院スタッフの理解促進と対
応力の向上を図るための研修等を実施
していきます。

○都民向け普及啓発小冊子
　４６，０００部増刷

○医療介護従事者向け研修
　２回　５９５名

○都民向け普及啓発小冊子
　３０，０００部増刷

○医療介護従事者向け研修
　２００名想定

高齢者の救急入院後の円
滑な在宅移行の促進

医療機関における入退院支援に取り組
む人材を育成・確保するとともに、入
退院時における地域との連携を一層強
化し、在宅療養生活への円滑な移行を
促進

○入退院時連携強化研修
３回　５５９人
○入退院時連携強化フォローアップ研
修
１回（１月）　４２人
○在宅療養支援窓口取組推進研修
１回（１２月）　５６人

○入退院時連携支援事業
（人件費補助）
４６施設

○入退院時連携強化研修
４回
○在宅療養支援窓口取組推進研修
１回

○入退院時連携支援事業（人件費
補助）
８３施設
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東京都保健医療計画（令和６年3月改定）及び
事業名 事業概要

令和６年度計画
（予算規模等）

取組課題 令和６年度実績

これまでの取組状況

救急患者の早期地域移行
支援

再掲 再掲

○救急医専門研修事業　2人
○救急医等専門研修（精神身体合併
症）事業　79人

救急患者の早期地域移行
支援

地域の救急告示医療機関が、診断・初
期治療を終えた患者を受け入れる仕組
みを構築し、早期の地域移行につなげ
るとともに、地域の救急患者を積極的
に受け入れられる体制を整備する。

補助施設数：53施設

○他県との連携強化

開放性骨折　1系列
精神身体合併症　1系列
吐下血　2系列

救急専門医等養成事業

救急医療の担い手となる救急告示医療
機関等に勤務する医師等に対し、救急
医療に関する専門的な研修を行いま
す。

補助施設数：55施設
救急搬送患者受入体制強
化事業

救急外来に支援業務及び救急救命活動
を行う救急救命士を配置することによ
り、救急依頼の不応需を改善するとと
もに、転院調整体制を強化し、将来的
な救急搬送患者の増加に対応した強固
な受入体制を確保する。

補助施設数：48施設

ドクターヘリの更なる効
果的な運用体制の確保

消防機関をはじめとする各機関との連
携を強化し、ドクターヘリの更なる効
果的な運用体制の確保を進めるととも
に、災害時の運用を想定した訓練や検
証、他県との連携に向けた取組等を引
き続き行っていきます。

○出動件数1,550件／診療人数341件
（暫定値）
○山梨県との協定締結

○地域救急センター　24系列
○地域救急会議　48回

救急隊が、おおむね5医療機関程度以
上に救急患者の受入連絡を行っても、
搬送先が決まらない事案が発生した場
合に、地域内で受入調整等を行う「地
域救急医療センター」を確保するとと
もに、地域における救急医療連携体制
を構築する。

○三次救急医療施設連携会議　1回開
催
○救命救急センター　28施設
○補助実績　17施設

救急患者受入コーディネーター
19人

○三次救急医療施設連携会議　1
回開催
○救命救急センター　28施設
○救命救急センター運営費補助
18施設

○東京都メディカルコントロール協議
会　2回

○東京都メディカルコントロール協議
会専門委員会
・事後検証委員会　4回
・処置基準委員会　1回
・指示指導委員会　1回
・救急救命士の教育に関する委員会
2回
・医療機関に勤務する救急救命士の特
定行為に認定に関する委員会　4回

○東京都メディカルコントロール
協議会　1回

○東京都メディカルコントロール
協議会専門委員会
・事後検証委員会　4回
・処置基準委員会　1回
・指示指導委員会　1回
・救急救命士の教育に関する委員
会　2回
・医療機関に勤務する救急救命士
の特定行為に認定に関する委員会
4回


